
日
本
の
裁
判
が
変
わ
り
ま
す

　

裁
判
員
制
度
は
、
国
民
の
皆
さ
ん
に

裁
判
員
と
し
て
刑
事
裁
判
に
参
加
し
て

も
ら
い
、
被
告
人
が
有
罪
か
ど
う
か
、

有
罪
の
場
合
ど
の
よ
う
な
刑
に
す
る
か

を
裁
判
官
と
一
緒
に
決
め
て
も
ら
う
制

度
で
す
。

　

国
民
か
ら
選
ば
れ
た
裁
判
員
6
人
と

裁
判
官
3
人
の
合
計
9
人
の
合
議
体

で
、重
大
な
刑
事
事
件
（
例
え
ば
殺
人
、

傷
害
致
死
な
ど
）の
裁
判
を
行
い
ま
す
。

　

国
民
の
皆
さ
ん
が
裁
判
に
参
加
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
法
律
の
専
門
家
で
は

な
い
人
た
ち
の
感
覚
が
、
裁
判
の
内
容

に
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ

の
結
果
、
国
民
の
皆
さ
ん
の
司
法
に
対

す
る
理
解
と
信
頼
が
深
ま
る
こ
と
が
期

待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

国
民
が
裁
判
に
参
加
す
る
制
度
は
、

ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、

ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
な
ど
世
界
の
国
々

で
広
く
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

裁
判
員
に
選
任
さ
れ
る
ま
で
の
流
れ

　

裁
判
員
は
、
選
挙
権
の
あ
る
人
（
衆

議
院
議
員
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
た

人
）
の
中
か
ら
、
く
じ
に
よ
り
選
ば
れ

ま
す
。
現
在
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委

員
会
が
地
方
裁
判
所
に
提
出
し
た
名
簿

を
基
に
、
平
成
21
年
分
の
裁
判
員
候
補

者
名
簿
の
作
成
を
進
め
て
い
ま
す
。

▼

　

裁
判
員
候
補
者
名
簿
に
掲
載
さ
れ
た

方
に
は
、
名
簿
記
載
通
知
書
を
お
送
り

し
ま
す
。
ま
た
、
裁
判
員
に
な
る
こ
と

が
で
き
な
い
職
業
に
就
い
て
い
る
か
ど

う
か
（
就
職
禁
止
事
由
に
当
た
る
か
ど

う
か
）
や
、
１
年
を
通
じ
て
裁
判
員
と

な
る
こ
と
を
辞
退
す
る
申
し
立
て
の
有

無
・
理
由
な
ど
を
お
尋
ね
す
る
調
査
票

を
送
付
し
ま
す
。

　

調
査
票
を
返
送
し
て
い
た
だ
き
、
明

ら
か
に
裁
判
員
に
な
る
こ
と
が
で
き
な

い
方
や
１
年
を
通
じ
て
辞
退
事
由
が
認

め
ら
れ
る
方
に
は
、
裁
判
所
か
ら
選
任

手
続
期
日
の
お
知
ら
せ
（
呼
出
状
）
が

届
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
法
律
上
、
裁
判
員
に
な
る
こ
と
は
義

務
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
国
民
の
皆
さ

ん
の
負
担
が
著
し
く
大
き
な
も
の
に
な

る
こ
と
を
回
避
す
る
た
め
、
法
律
や
政

令
で
辞
退
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
事
由
を
定
め
て
い
ま
す
。
調
査
票
な

ど
は
、
裁
判
員
候
補
者
の
事
情
を
早
期

に
お
尋
ね
す
る
こ
と
に
よ
り
、
無
用
に

裁
判
所
に
来
て
い
た
だ
く
こ
と
を
避
け

る
た
め
の
も
の
で
す
。
ご
記
入
・
ご
返

送
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

▼

　

事
件
ご
と
に
裁
判
員
候
補
者
名
簿
の

中
か
ら
、
１
事
件
当
た
り
50
人
程
度
の

裁
判
員
候
補
者
を
く
じ
で
選
び
ま
す
。

▼

　

く
じ
で
選
ば
れ
た
裁
判
員
候
補
者
に

は
、
選
任
手
続
期
日
の
お
知
ら
せ
（
呼

出
状
）
や
質
問
票
を
送
付
し
ま
す
。
質

問
票
で
は
、
裁
判
員
に
な
る
こ
と
が
で

き
な
い
事
由
の
有
無
、
辞
退
の
有
無
・

理
由
な
ど
を
お
尋
ね
し
ま
す
。
質
問
票

の
記
載
か
ら
、
明
ら
か
に
裁
判
員
に
な

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
や
辞
退
が
認
め

ら
れ
た
方
は
、
裁
判
所
へ
来
て
い
た
だ

く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼

　

裁
判
員
候
補
者
は
、
選
任
手
続
き
が

行
わ
れ
る
当
日
、
裁
判
所
に
来
て
い
た

だ
き
、
裁
判
長
が
候
補
者
に
対
し
、
不

公
平
な
裁
判
を
す
る
恐
れ
の
有
無
、
辞

退
の
申
し
立
て
の
有
無
・
理
由
な
ど
を

質
問
し
ま
す
。

　

最
終
的
に
事
件
ご
と
に
裁
判
員
６
人

を
選
任
し
ま
す
。
通
常
で
あ
れ
ば
午
前

中
に
選
任
手
続
き
を
終
了
し
、
午
後
か

ら
審
理
が
始
ま
り
ま
す
。

裁
判
員
制
度 

来
年
５
月
21
日
ス
タ
ー
ト

　

10
月
下
旬
～
11
月
上
旬

　

裁
判
員
候
補
者
名
簿
を
作
成

　

11
月
下
旬
～
12
月
上
旬

　

調
査
票
と
名
簿
記
載
通
知
書
を
送
付

　

事
件
ご
と
に
候
補
者
を
選
ぶ

　

裁
判
の
６
週
間
前
ま
で

　

呼
出
状
や
質
問
票
を
送
付

　

裁
判
当
日

　

６
人
の
裁
判
員
を
選
任

裁判員制度の詳細は、裁判員制度ウェブサイト
（http://www.saibanin.courts.go.jp/）でも紹介しています。
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